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近
年
、
農
林
産
物
が
サ
ル
、
ク

マ
、
カ
ラ
ス
な
ど
に
よ
り
被
害
を

受
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
鳥
獣
害
か
ら
農
林

産
物
を
守
る
に
は
、
ま
ず
自
己
防

衛
す
る
こ
と
が
基
本
と
な
り
ま

す
。
そ
の
際
、
こ
れ
ら
鳥
獣
の
習

性
や
行
動
を
知
り
、
農
林
産
物
を

鳥
獣
害
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
。

「
こ
れ
だ
け
は
知
っ
て
お
き
た
い

サ
ル
の
話
」

　

ニ
ホ
ン
ザ
ル
は
基
本
的
に
集
団

群
で
行
動
し
ま
す
。
群
に
は
行
動

範
囲
が
あ
り
、
そ
の
中
で
餌
を
求

め
て
動
き
ま
す
。
は
じ
め
は
畑
の

も
の
を
盗
ん
で
い
く
程
度
の
サ
ル

で
も
、
農
作
物
の
味
を
覚
え
、
３

〜
５
年
た
つ
と
周
期
的
に
来
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
10
年
以
上
に
な

る
地
域
で
は
、
唐
辛
子
な
ど
の
ご

く
一
部
の
種
類
以
外
は
ほ
と
ん
ど

の
農
産
物
が
被
害
を
受
け
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
畑
荒
ら
し
を
覚
え

た
群
は
山
の
群
よ
り
も
栄
養
状
態

が
良
く
な
る
た
め
に
早
く
か
ら
子

を
産
み
、
毎
年
妊
娠
し
た
り
、
赤

ん
坊
の
死
亡
率
が
下
が
っ
て
サ
ル

の
数
が
増
え
始
め
ま
す
。
畑
の
餌

で
育
っ
た
サ
ル
が
多
数
を
占
め
る

群
に
な
る
と
、
山
で
生
活
す
る
こ

と
が
苦
手
と
な
り
、
人
慣
れ
も
進

む
た
め
、
家
屋
内
の
食
物
や
人
の

持
っ
て
い
る
食
物
ま
で
奪
い
始
め

ま
す
。

「
サ
ル
対
策
の
基
本
」

　

餌
場
と
し
て
の
価
値
を
下
げ
る

こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
う
一

度
集
落
を
点
検
し
て
く
だ
さ
い
。

●
無
防
備
の
畑
や
農
作
物
の
干
場

　

↓
サ
ル
に
と
っ
て
最
高
の
餌
場

　

で
す
。

●
放
置
し
た
柿
の
木
↓
畑
に
防
護

　

柵
が
あ
っ
て
も
サ
ル
に
餌
場
を

　

残
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
生
ご
み
の
捨
て
場
↓
人
間
に
と

　

っ
て
生
ご
み
で
も
サ
ル
に
と
っ

　

て
は
最
高
の
餌
場
で
す
。

「
安
価
で
で
き
る
自
己
防
衛
！
」

　

比
較
的
簡
単
に
設
置
で
き
る

「
簡
易
電
気
柵
」
が
あ
り
ま
す
。

材
料
代
が
比
較
的
安
価
で
済
み
、

効
果
的
で
す
。「
サ
ル
用
の
電
気

柵
を
設
置
す
る
こ
と
で
サ
ル
の
被

害
が
な
く
な
っ
た
」
と
、
利
用
者

の
声
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
簡
易

電
気
柵
」
の
設
置
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

掲
載
し
て
い
ま
す
。

・
サ
ル
追
い
グ
ッ
ズ
と
し
て
は
、

ロ
ケ
ッ
ト
花
火
、
パ
チ
ン
コ
（
ゴ

ム
バ
ン
ド
を
使
用
し
た
も
の
）
な

ど
が
効
果
的
で
す
。

一
つ
で
も
多
く
の
畑
に
防
護
柵

を
！
見
つ
け
た
ら
す
ぐ
追
い
払
う

習
慣
を
つ
け
よ
う
！

▼
問
合
せ
先

　

農
林
課
（
内
線
３
５
３
）

　

６
月
１
日
、
南
砺
市
内
の
山
中

で
男
性
が
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
と
遭
遇

し
負
傷
、
ま
た
捕
獲
に
あ
た
っ
た

捕
獲
隊
員
も
負
傷
す
る
被
害
が
発

生
し
ま
し
た
。
県
で
は
、
こ
の
人

身
被
害
の
発
生
を
受
け
「
ツ
キ
ノ

ワ
グ
マ
出
没
警
報
」（
第
１
回
）

を
発
令
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最

近
市
内
に
お
い
て
も
早
月
川
沿
岸

で
ク
マ
が
目
撃
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

新
緑
の
時
期
が
過
ぎ
て
、
柔
ら

か
い
葉
や
茎
が
食
べ
ら
れ
な
く
な

る
初
夏
は
、
ク
マ
に
と
っ
て
は
食

べ
物
が
乏
し
い
季
節
で
す
。
同
時

に
、
ク
マ
の
発
情
期
で
も
あ
る
た

め
活
動
的
で
、
広
い
範
囲
を
足
早

に
移
動
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
人

と
出
会
う
機
会
も
多
く
、
人
身
事

故
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
山
に
出
か
け
る
方
は

ク
マ
の
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
、

次
の
こ
と
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
朝
夕
は
山
中
に
入
ら
な
い
。

◆
グ
ル
ー
プ
で
行
動
す
る
。

◆
鈴
・
笛
・
ラ
ジ
オ
な
ど
音
が
出

　

る
も
の
を
携
帯
し
、
ク
マ
に
自

　

分
の
存
在
を
知
ら
せ
る
。

◆
子
グ
マ
を
見
た
ら
そ
っ
と
立
ち

　

去
る
。

◆
山
菜
採
り
は
ほ
ど
ほ
ど
に
。

◆
不
測
の
事
態
に
備
え
て
、
ヘ
ル

　

メ
ッ
ト
の
着
用
、
ク
マ
撃
退
ス

　

プ
レ
ー
な
ど
を
準
備
。

※
ク
マ
を
目
撃
し
た
場
合
や
痕
跡

を
見
つ
け
た
場
合
は
、
直
ち
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　

農
林
課
（
内
線
３
５
３
）

　

滑
川
警
察
署

　
（
☎
４
７
５
‐
０
１
１
０
）

　

家
庭
外
で
働
く
こ
と
の
困
難
な

方
の
た
め
に
、
相
談
員
が
就
業
に

関
す
る
相
談
指
導
を
行
っ
て
い
ま

す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と
き　

毎
週
火
・
金
曜
日

　
　
　
　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　

働
く
婦
人
の
家

▼
問
合
せ
先　

　

働
く
婦
人
の
家

　
（
☎
４
７
５
‐
５
７
８
０
）

　

〜
早
め
の
雑
草
除
去
を
〜

　

空
き
地
の
雑
草
管
理
が
適
正
に

行
わ
れ
て
い
な
い
と
周
辺
の
美
観

を
損
ね
る
だ
け
で
な
く
、
害
虫
の

発
生
や
不
法
投
棄
・
火
災
・
通
行

妨
害
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

空
き
地
の
雑
草
な
ど
が
繁
茂
し

近
隣
の
生
活
環
境
が
損
な
わ
れ
な

い
よ
う
、
所
有
者
ま
た
は
管
理
者

は
草
刈
り
を
実
施
す
る
な
ど
、
責

任
を
持
っ
て
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
先　

生
活
環
境
課

　
（
内
線
３
２
２
・
３
２
３
）

　

県
で
は
将
来
の
狩
猟
の
担
い
手

確
保
の
た
め
、
狩
猟
免
許
試
験
を

年
2
回
実
施
し
て
い
ま
す
。
市
で

も
、
新
規
に
狩
猟
免
許
を
取
得
さ

れ
る
方
に
助
成
を
し
て
い
ま
す
。

●
初
心
者
狩
猟
講
習
会

と
き　

①
８
月
28
日
㈯
・
29
日
㈰

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　

②
平
成
23
年
２
月
19
日
㈯
・
20

　

日
㈰　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　

県
民
会
館
７
０
２
号
室

受
講
料　

５
、
０
０
０
円

　
　
　
　
　
（
テ
キ
ス
ト
代
含
）

申
込
期
限　

①
８
月
19
日
㈭
ま
で

　

②
平
成
23
年
２
月
９
日
㈬
ま
で

申
込
み
先　

県
猟
友
会

　
（
☎
４
４
１
‐
６
１
５
０
）

●
狩
猟
免
許
試
験

と
き　

①
９
月
５
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

　

②
平
成
23
年
２
月
25
日
㈮

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　

県
民
会
館
７
０
１
号
室

手
数
料　

５
、
２
０
０
円
ま
た
は

　

３
、
９
０
０
円
（
狩
猟
免
許
試

　

験
一
部
免
除
者
）

申
込
期
限　

①
８
月
26
日
㈭
ま
で

　

②
平
成
23
年
２
月
15
日
㈫
ま
で

申
込
み
先　

県
自
然
保
護
課

　
（
☎
４
４
４
‐
３
３
９
７
）

▼
問
合
せ
先

　

農
林
課
（
内
線
３
５
３
）

広告

み
ん
な
で
防
ご
う

農
林
産
物
の
鳥
獣
害
①

初
夏
の
ク
マ
に
注
意
！

実
施
予
定
日

　

７
月
20
日
㈫
・
21
日
㈬

対
象
者　

介
護
保
険
の
要
介
護
度

　

が
４
と
５
で
在
宅
寝
た
き
り
の

　

方
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

　

級
を
お
持
ち
で
在
宅
寝
た
き
り

　

の
方

申
込
期
限　

７
月
15
日
㈭
ま
で

▼
問
合
せ
先

　

滑
川
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
（
☎
４
７
５
‐
７
０
０
０
）

　

都
市
計
画
法
の
用
途
地
域
な
ど

に
応
じ
、
広
告
物
の
高
さ
基
準
や

総
量
基
準
を
設
定
し
た
新
し
い
許

可
基
準
を
施
行
し
ま
し
た
。

　

新
た
に
屋
外
広
告
物
を
設
置
す

る
場
合
は
、
こ
の
許
可
基
準
に
基

づ
き
、
広
告
を
設
置
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
設
置
し
て
い
る
屋

外
広
告
物
に
つ
い
て
は
、
10
年
間

の
経
過
措
置
を
設
け
ま
し
た
。

　

な
る
べ
く
速
や
か
に
新
基
準
に

適
合
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

許
可
基
準
に
つ
い
て
詳
し
く
は

県
建
築
住
宅
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先　

　

ま
ち
づ
く
り
課（
内
線
４
３
５
）

募　
　

集

と
き　

７
月
22
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ　
市
役
所
１
階
市
民
相
談
室

内
容　

住
居
確
保
相
談
・
生
活
資

　

金
相
談
・
職
業
訓
練
相
談
・
求

　

人
情
報
の
提
供
な
ど

▼
問
合
せ
先　

県
非
正
規
労
働
者

　

等
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
４
３
３
‐
８
４
２
２
）

就
職
に
悩
む
若
者
や
家
族

の
方
の
た
め
の
巡
回
相
談

と
き　

毎
月
第
１
・
３
金
曜
日

　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ　

魚
津
総
合
庁
舎
１
階
相

　

談
室
（
魚
津
市
新
宿
10
‐
７
）

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先　

　

ヤ
ン
グ
ジ
ョ
ブ
と
や
ま

　
（
☎
４
４
５
‐
１
９
９
６
）

市
民
ふ
れ
あ
い
フ
レ
ッ
シ
ュ

テ
ニ
ス
交
流
大
会
参
加
者
募
集

と
き　

7
月
23
日
㈮
午
後
７
時
〜

と
こ
ろ　

東
部
小
学
校
体
育
館

種
目　

　

男
女
と
も
フ
リ
ー
ダ
ブ
ル
ス
戦

　

お
よ
び
ビ
ギ
ナ
ー
ダ
ブ
ル
ス
戦

参
加
費　

無
料

申
込
期
限　

７
月
16
日
㈮
ま
で

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先　

　

ス
ポ
ー
ツ
課
（
内
線
２
５
９
）

　

ス
ポ
ー
ツ
課
（
内
線
２
５
９
）

第
83
回
町
内
対
抗
野
球
大
会

参
加
チ
ー
ム
募
集

と
き　

８
月
14
日
㈯
・
15
日
㈰

と
こ
ろ　

市
営
本
丸
野
球
場
、

　

堀
江
野
球
場

参
加
費　

１
チ
ー
ム

　

１
５
、
０
０
０
円

参
加
受
付
お
よ
び
抽
選
会

　

８
月
３
日
㈫
午
後
６
時
〜

　

市
営
本
丸
野
球
場

▼
問
合
せ
先　

　

市
野
球
協
会
（
大
崎
）

　
（
☎
０
９
０
‐
２
３
７
８
‐
３
１
２
８
）

市
営
本
丸
野
球
場
、

　

１
チ
ー
ム

　

１
５
、
０
０
０
円

広告

広告

　
（
　
（
　
（
　
（
☎
４
３
３
‐
８
４
２
２

☎
４
３
３
‐
８
４
２
２

☎
４
３
３
‐
８
４
２
２

☎
４
３
３
‐
８
４
２
２

☎
４
３
３
‐
８
４
２
２

☎
４
３
３
‐
８
４
２
２
）

採
用
予
定
人
数　

名
古
屋
高
等
裁

　

判
所
の
管
轄
区
域
で
約
５
人

受
験
資
格　

平
成
元
年
４
月
２
日

　

か
ら
平
成
５
年
４
月
１
日
ま
で

　

に
生
ま
れ
た
人

第
１
次
試
験
日
・
場
所

　

９
月
12
日
㈰　

　

富
山
地
方
裁
判
所

申
込
受
付
期
間

　

７
月
13
日
㈫
〜
22
日
㈭

※
受
験
案
内
・
申
込
書
は
、
最
寄

　
り
の
裁
判
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先　

　

富
山
地
方
裁
判
所
事
務
局
総
務

　

課
人
事
第
一
係

　
（
☎
４
２
１
‐
６
３
１
９
）


